
時を守り 場を清め 礼を正す

学校長 水 口 正 紀

桜小学校の保護者の皆様、お子様のご入学・ご進級、誠におめでとうございます。本校教

職員一同、お子様のご成長に心を込めてお祝い申し上げます。私たち教職員も期待と夢がふ

くらむ新しい１年が始まりました。どの教室からも、真剣に学習に向かう姿や友だちと楽し

く語らう姿が見られ、学校中が新年度を迎えた喜びであふれています。１年生６１名を加え、

全校児童３２４名で４月６日元気よくスタートです。

始業式には、全校みんなでがんばりたいこととして以下の３点について話をしました。

●全校みんなの大きな目標として「ひとりだち」をめざしてがんばろう。

●そのために、先生から言われてからではなく、自分で進んで行動しよう。

●４月は、チャイムスタートをがんばろう。

教育学者の森信三さんの有名な言葉に、『時を守り 場を清め 礼を正す』という言葉が

あります。これは、職場再建の３原則として提唱されました。学校は職場ではありませんが、

子ども・教職員・保護者・地域の方々、学校に関わるすべての人たちが気持ちよく生活を送

るために、大切にしていきたい行動規範だと思っています。

子どもたちに話した３つも、この３原則にもとづいて、約束したものです。

本年度も、『時を守り 場を清め 礼を正す』を学校の根幹に据え、子どもたちだけでは

なく、まずは、我々教職員が率先して頑張っていきます。

さて、先日のPTA事務局会議で、今年度のPTA活動の在り方について話し合いをもちま

した。この２年間は、ほとんどPTA活動を行うことができず、今の１～３年生は、PTA活

動を知らない世代となってしまいました。今年度は、コロナの状況を見ながらではあります

が、「できることをやっていきましょう。」と、現状に合せて無理なく進めることになりました。

保護者会や個人懇談を通して、今年度のPTA各部の部員や事業推進委員会の選出を行いま

す。お忙しい中だとは思いますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

改めまして、この一年間、教職員が一致した方針のもと、子どもたちの笑顔あふれる魅力

ある桜小学校をめざし、一丸となって教育活動を進めて参ります。

保護者、地域、関係機関の皆様の一層のご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

《学校だより》～「朝食・家庭学習・読書」の習慣を育てましょう～

《重点教育目標》 おだやかさを土台とした、ひとりだちする子の育成～自律の力を育む～
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《 新年度の教職員の紹介 》

新しく迎えた職員を含め、令和４年度の担任･学校職員を紹介いたします。

校 長 水 口 正 紀 ５年２組 木 田 美也子 養護教諭 鳥 羽 佳 名

教 頭 阿 部 純 也 ６年１組 小山内 駿 事務職員 藤 宮 義 久

主幹教諭 都 築 愛一郎 ６年２組 堤 洋 平 半 谷 寿 子

１年１組 佐々木 智 一 長 堀 真貴子 学習指導員 加 藤 達 子

１年２組 根 塚 修 正 なかよし 永 富 和花子 支援員 仲 倉 麻 理

２年１組 宮 崎 綜 太 学級 髙 橋 幸 嗣 初任段階指導 仲 倉 優

２年２組 金 森 望 (特別支 阿 部 敦 子 図書館司書 荒 井 真 由

３年１組 小 浜 真 司 援学級) 辻 英 男 用務員 越 智 敏 晴

３年２組 結 城 ミ ヤ 小田原 恵 水 野 正 敏

４年１組 渡 邊 真紀子 中 村 茂 子 給食配膳員 珍 田 まゆみ

４年２組 逸 見 喜 幸 外国語専科 青 木 ゆ う 小 林 優 子

５年１組 渡 辺 倫 子 理科･図工専科 丹 川 義 之 スクールサポートスタッフ 加 藤 公 子

全児童数３２４名 １７学級

【転出職員】

～「お世話になりました」～

菊野 幸治 教 頭 → 小樽市教育委員会へ

佐藤千賀子 教 諭 → 小樽市立潮見台小学校へ

須川由美子 養護教諭 → ご退職

【転入職員】

～「よろしくお願いします」～

阿部 純也 教 頭 → 余市町立沢町小学校より

髙橋 幸嗣 教 諭 → 小樽市立潮見台小学校より

結城 ミヤ 教 諭 → 小樽市立銭函小学校より

木田美也子 教 諭 新採用

鳥羽 佳名 養護教諭 → 小樽市立手宮中央小学校より

荒井 真由 図書館司書

加藤 達子 学習指導員

仲倉 優 教 諭 初任段階指導教諭

新型コロナウイルス対策に関わるお知らせ

学校における新型コロナウイルス感染症対策を踏ま

えた臨時休業等の取扱いについて大きく２つの点が変

わりましたのでお知らせします。

１ 学級閉鎖の判断について

（ア) 感染者が１名発生し、周囲に未診断の風邪等

の症状を有する者が複数いる場合

(イ) 同一の学級において複数の感染者が発生した

場合

(ウ) その他、学校医等の助言を踏まえ、市教委が

必要と判断した場合

２ 同居家族が感染の可能性がある方(濃厚接触者)

に該当する場合等の行動制限について

同居家族が感染の可能性がある方(濃厚接触者)に該当

する場合又は検査を受けることになった場合において

も、児童の登校を控えるといった行動制限を求めなく

なります。

なお、現在、学校での行動は「レベル２」が維持されておりますので、引き続き、児童及び同居家族の健康

観察を徹底しているところです。御家庭には、毎日の健康観察シートの記入に御協力いただき、誠にありがと

うございます。そこで記入の際は、御家庭の確認欄にサインを忘れずにお願いします。記入がない場合は、確

認の連絡をさせてもらっています。重ねて、発熱の有無に関わらず、同居家族に風邪症状等がある場合は、症

状がなくなるまで登校を控えるようお願いいたします。（裏面のリーフレットもご参照ください。）




